
健
保
組
合
の
現
状
と
方
向
性

概
ね
県
内
（
１
２
２
５
）

単
一
健
保
組
合
（
１
０
２
８
）

総
合
健
保
組
合
（
１
９
７
）

全
国
展
開
（
３
５
９
）

再
編
・
統
合
の
受
け
皿
と
し

て
の
地
域
型
健
保
組
合
の

設
立

財
政

窮
迫

（
３
７
）

財
政

安
定

（
９
９
１
）

小 規 模 （ ）１
２
７

財
政

窮
迫

（
１
８
）

財
政

安
定

（
１
７
９
）

小 規 模 （ ）２
２

○
健

保
組

合
の

約
８

割
は

概
ね

県
内

単
位

で
設

立
さ

れ
て

い
る

。

○
保

険
料

率
を

高
く

せ
ざ

る
を

得
な

か
っ

た
り

、
小

規
模

な
た

め
、

安
定

し
た

保
険

運
営

が
困

難
な

健
保

組
合

に
つ

い
て

、
再

編
・

統
合

の
受

け
皿

を
整

備
す

る
必

要
が

あ
る

。

※
健

保
組

合
数

（
１
５
８
４
）
は

平
成
１
６
年
度
末
現
在

※
１

財
政
窮
迫
組
合
…
法
定
給
付
費
及
び
拠
出
金
に
要
す
る
保
険
料
率
が
９
０
‰
超
の
組
合

※
２

小
規
模
組
合
…
…
被
保
険
者
数
が
、
単
一
組
合
で
７
０
０
人
、
総
合
組
合
で
３
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
組
合

地
域

型
健

康
保

険
組

合
に
つ
い
て
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地域型健康保険組合の概要

目 的：小規模・財政窮迫組合の再編・統合

設立形態：以下の要件を満たす合併による。

①同一都道府県内に展開している組合の合併であること

②小規模・財政窮迫組合を含む合併であること

注：同一都道府県内において複数の地域型が設立されること

もあり得る。

規制緩和：①同種同業要件の撤廃（企業・業種を超えた合併可）

②一定期間（最長６年 、合併前の健保組合ごとに別建の料）

率を設定することを認める。

③一定期間（最長６年 、合併前まで保有していた積立金に）

、 。ついて 合併前の健保組合ごとに別管理することを認める

注：②については健保法に規定。

合 併：設立時と同様の要件を満たす場合に限り認める。

指定組合：対象とする。
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地域型健康保険組合にかかる取扱いについて

１｡設 立

組合規約の組合員の範囲が複数都道府県にまたがっている組合であって

も、すべての設立事業所が同一都道府県の区域に所在していれば、地域型

組合の対象 （地域型組合の区域に関する要件については、健康保険法附。

則第三条の二第一項第一号において「合併前の健康保険組合の設立事業所

がいずれも同一都道府県の区域にあること」とされている ）。

２．合 併

健康保険法等の規定に基づき合併することが可能。

ただし、合併後の組合形態を引き続き地域型組合とする場合には、当該

合併が、健康保険法附則第三条の二第一項に掲げる要件に該当しているこ

とが必要。

３．分 割

健康保険法等の規定に基づき分割することが可能。

ただし、地域型組合の分割によって地域型組合を形成することは、地域

「 」型組合が健康保険法附則第三条の二第一項に掲げる要件に該当する 合併

によってのみ形成されるものであることから、認められない （地域型組。

合の分割によって形成される組合は、いずれも、単一組合又は総合組合に

しかなりえないということ ）。

４｡事業所の編入

健康保険法等の規定に基づき設立事業所を編入させることが可能。

ただし、編入することができる事業所については、合併前の組合に編入

することができる事業所のうち当該地域型組合の設立事業所と同一の都道

府県内に所在する事業所に限られる。
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５．事業所の脱退

健康保険法等の規定に基づき設立事業所を脱退させることが可能。

６．解 散

健康保険法等の規定に基づき解散することが可能。

７．一般保険料率

不均一の一般保険料率（以下「料率」という ）については、健康保険。

法施行令第二十五条第二項において、合併前の組合を単位に設定すること

とされていることから、編入する事業所について、新たな料率を設定する

ことはできない。

従って、編入する事業所の料率については、各組合において、合併前の

組合を単位に設定されている料率をもとに設定することとなる。

しかしながら、料率の設定方法によっては、保険としての危険分散が十

分に図られない恐れや編入事業所間の負担に不公平を招く恐れがあること

から、実際には、以下に掲げる方法のうちから選定することとなる。

(１)編入する事業所の企業又は業種に着目し、その企業又は業種に対応

する合併前の組合に設定された料率を設定する方法

地域型組合

合併前Ａ企業組合 ７５‰で設定 編入事業所Ｃ

料率７５‰ （Ａ企業子会社）

合併前Ｂ業種組合 ８０‰で設定 編入事業所Ｄ

料率８０‰ （Ｂ業種会社）
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(２)すべての編入する事業所について不均一の料率のうちから選定した

同一の料率を設定する方法

地域型組合

合併前Ａ企業組合 ８０‰で設定 編入事業所Ｃ

料率７５‰ (７５‰で設定) （Ａ企業子会社）

合併前Ｂ業種組合 ８０‰で設定 編入事業所Ｄ

料率８０‰ (７５‰で設定) （Ｂ業種会社）

なお、料率の設定方法については、透明性を確保する観点から、組合

規約に規定することが必要。

８．指 定

健康保険法施行令に定める指定の要件に該当する場合は、厚生労働大臣

の指定を受ける。

９．事務費負担金

平成１８年度の単価については、平成１７年１２月１２日保保発第１２

２２００１号「健康保険組合の平成１８年度予算の編成について」の「第

２予算の積算について の１(１)に示している その他の組合 の単価 ２」 「 」 （

５円）を適用。

１０．給付費等臨時補助金（合併促進経費を含む）

交付要件に該当する場合は、申請を行うことにより交付を受けることが

可能。
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○
現

状 災
害
が
発
生
し
、
被
保
険
者
や
被
扶
養
者
が
被
災
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
療
養
を
受
け
る
際
に
は
、

現
行
法
上
、
国
民
健
康
保
険
や
老
人
保
健
制
度
で
は
一
部
負
担
金
の
減
免
措
置
の
規
定
が
あ
る
た
め
、
保
険
者
の

判
断
で
一
部
負
担
金
の
減
免
が
可
能
で
あ
る
が
、
健
康
保
険
に
お
い
て
は

そ
の

よ
う
な
規

定
が

な
く
、
同

様
の

対
応

が
で
き
な
か

っ
た
と
こ
ろ
。

○
減
免
措
置
の
条
件

減
免

措
置

を
講

ず
る
際

の
条

件
に
つ
い
て
は
、
被
用
者
の
収
入
は
基
本
的
に
は
給
与
で
あ
る
こ
と
等
を
踏
ま

え
、
国
民
健
康
保
険
や
介
護
保
険
の
例
に
な
ら
い
、
「
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
が
、
震
災
、
風
水
害
、
火

災
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
災
害
に
よ
り
、
住
宅
、
家
財
又

は
そ
の
他
の
財
産
に
つ
い
て
著
し
い
損
害
を
受
け
た
こ
と
」

を
基
本

と
し
、
省
令
で
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

○
改
正
内
容

制
度
間
で
取
扱
い
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
今

般
の
健
康
保
険
法
の
改
正
に
よ
り
、
災
害
そ
の
他
の
特
別
な
事

情
が
あ
る
被
保
険
者
等
が
一
部
負
担
金
を
支
払
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
、
保
険
者
の
判
断
で
一
部
負
担
金
の

減
免
・
猶
予
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
し
た
。

※
健

康
保

険
法

施
行

規
則

（
大

正
１
５
年

内
務

省
令

第
３
６
号

）
改

正
案

（
一

部
負

担
金

及
び

家
族

療
養

費
の

額
の

特
例

）
第

五
十

六
条

の
二

法
第

七
十

五
条

の
二

第
一

項
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

特
別

の
事

情
は

、
被

保
険

者
が

、
震

災
、

風
水

害
、

火
災

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

災
害

に
よ

り
、

住
宅

、
家

財
又

は
そ

の
他

の
財

産
に

つ
い

て
著

し
い

損
害

を
受

け
た

こ
と

と
す

る
。

健
康

保
険

に
お
け
る
災

害
時

の
一

部
負

担
金

の
減

免
等

規
定

の
創

設
に
つ
い
て
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【
参

考
１

】

○
健

康
保

険
法

（
大

正
１

１
年

法
律

第
７

０
号

）
（

平
成

１
８

年
１

０
月

施
行

後
）

（
抄

）

（
一
部
負
担
金
の
額
の
特
例
）

第
七
十
五
条
の
二

保
険
者
は
、
災
害
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
保
険
医
療
機
関

又
は
保
険
薬
局
に
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
部
負
担
金
を
支
払
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対
し
、
次

の
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
一
部
負
担
金
を
減
額
す
る
こ
と
。

二
一
部
負
担
金
の
支
払
を
免
除
す
る
こ
と
。

三
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
対
す
る
支
払
に
代
え
て
、
一
部
負
担
金
を
直
接
に
徴
収
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
徴
収
を
猶
予
す

る
こ
と
。

２
～

３
（

略
）

（
家
族
療
養
費
の
額
の
特
例
）

第
百
十
条
の
二

保
険
者
は
、
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
に
係
る
家
族
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
、

前
条
第
二
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
割
合
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
割
合
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
保
険
者
が
定

め
た
割
合
と
す
る
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
（
略
）

－25－



【
参

考
２

】

○
国

民
健

康
保

険
の

一
部

負
担

金
の

減
免

の
要

件
（

昭
和

３
４

年
３

月
３

０
日

保
険

局
長

通
知

）
１

震
災

、
風

水
害

、
火

災
、

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

災
害

に
よ

り
死

亡
し

、
不

具
者

と
な

り
、

又
は

資
産

に
重

大
な

損
害

を
受

け
た

と
き

。
２

干
ば

つ
、

冷
害

、
凍

霜
害

等
に

よ
る

農
作

物
の

不
作

、
不

漁
、

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

理
由

に
よ

り
収

入
が

減
少

し
た

と
き

。
３

事
業

又
は

業
務

の
休

廃
止

、
失

業
等

に
よ

り
収

入
が

著
し

く
減

少
し

た
と

き
。

４
前

各
号

に
掲

げ
る

事
由

に
類

す
る

事
由

が
あ

っ
た

と
き

。

（
各

市
町

村
は

こ
れ

を
参

考
に

条
例

や
規

約
で

具
体

的
に

規
定

し
て

い
る

）

○
介

護
保

険
法

施
行

規
則

（
平

成
１

１
年

厚
生

省
令

第
３

６
号

）
（

抄
）

（
居

宅
介

護
サ

ー
ビ

ス
費

等
の

額
の

特
例

）
第

八
十

三
条

法
第

五
十

条
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

特
別

の
事

情
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

一
要

介
護

被
保

険
者

又
は

そ
の

属
す

る
世

帯
の

生
計

を
主

と
し

て
維

持
す

る
者

が
、

震
災

、
風

水
害

、
火

災
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
災

害
に

よ
り

、
住

宅
、

家
財

又
は

そ
の

他
の

財
産

に
つ

い
て

著
し

い
損

害
を

受
け

た
こ

と
。

二
要

介
護

被
保

険
者

の
属

す
る

世
帯

の
生

計
を

主
と

し
て

維
持

す
る

者
が

死
亡

し
た

こ
と

、
又

は
そ

の
者

が
心

身
に

重
大

な
障

害
を

受
け

、
若

し
く

は
長

期
間

入
院

し
た

こ
と

に
よ

り
、

そ
の

者
の

収
入

が
著

し
く

減
少

し
た

こ
と

。
三

要
介

護
被

保
険

者
の

属
す

る
世

帯
の

生
計

を
主

と
し

て
維

持
す

る
者

の
収

入
が

、
事

業
又

は
業

務
の

休
廃

止
、

事
業

に
お

け
る

著
し

い
損

失
、

失
業

等
に

よ
り

著
し

く
減

少
し

た
こ

と
。

四
要

介
護

被
保

険
者

の
属

す
る

世
帯

の
生

計
を

主
と

し
て

維
持

す
る

者
の

収
入

が
、

干
ば

つ
、

冷
害

、
凍

霜
害

等
に

よ
る

農
作

物
の

不
作

、
不

漁
そ

の
他

こ
れ

に
類

す
る

理
由

に
よ

り
著

し
く

減
少

し
た

こ
と

。
２

（
略
）
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（
１
）

被
用
者
保
険
に
お
け
る
標
準
報
酬
月
額
の
上
下
限
の
見
直
し
に
つ
い
て

○
現
在
、
等
級
の
分
布
に
大
き
な
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
り
、
最
高
等
級
及
び
最
低
等
級
に
つ
い
て
は
、
そ
の
上
下
の
等
級
と

比
べ
て
多
く
の
被
保
険
者
が
該
当
し
て
い
る
。

※
政

管
健

保
の

実
績

値
で
見

た
場

合
、
第

２
等

級
及

び
第

３
等

級
並

び
に
第

２
７
等

級
か

ら
第

３
８
等

級
ま
で
は

、
全

体
に
占

め
る

場
合

が
１
％

を
下

回
る
一

方
、
最

低
等

級
の

第
１
等

級
及

び
最

高
等

級
の

第
３
９
等

級
に
つ
い
て
は

、
１
．
５
％

を
超

え
て
い
る
と
こ

ろ
。

○
こ
の
よ
う
な
実
態
に
鑑
み
、
最
高
等
級
の
追
加
に
係

る
規

定
を
見

直
す
こ
と
と
し
、
あ
わ
せ
て
、
下
限
に
つ
い
て
も
、

上
限
と
同
様
に
、
賃
金
の
実
態
に
鑑
み
見
直
す
こ
と
と
す
る
。

現
行

の
上

限
９
８
万

円
→

見
直

し
後

１
２
１
万

円
現
行
の
下
限

９
．
８
万
円

→
見
直
し
後

５
．
８
万
円

○
標
準
報
酬
月
額
の
上
限
の
見
直
し
に
伴

い
、
賞
与
の
保
険
料
賦
課
上
限
額
を
見
直
す
。

○
公
平
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
賞
与
の
保
険
料
賦
課
上
限
額
に
つ
い
て
は

、
１
回

の
支

給
額

ご
と
に
基

準
を
設

け
ず
、
年

間
賞

与
総

額
に
つ
い
て
の
基
準
を
設
け
る
。

現
行

の
上

限
額

１
回

当
た
り
２
０
０
万

円
→

見
直

し
後

年
間

５
４
０
万

円

（
２
）

賞
与
の
保
険
料
賦
課
上
限
額
の
見
直
し
に
つ
い
て

○
改
定
の
対
象
と
な
る
者
の
標
準
報
酬
月
額
に
つ
い
て
は
保
険
者

が
改

定
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

改
定

に
よ

る
標

準
報

酬
月
額

は
平
成

１
９
年

４
月

１
日

か
ら
平

成
１
９
年

８
月

３
１
日

ま
で
（
改
正

法
附
則

第
１
０
条

、
第

１
１
条

）

※
年

度
は

毎
年

４
月

１
日

か
ら
翌

年
３
月

３
１
日

ま
で
と
す
る
。

※
※

平
成

１
９
年

４
月

前
の

賞
与

に
係

る
保

険
料

の
納

付
に
つ
い
て
は

、
な
お
従

前
の

例
に
よ
る
。

保
険

料
賦

課
の

見
直

し
に
つ
い
て
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等
級

標
準

報
酬

報
酬

月
額

被
保

険
者

全
体

に
占

め
る

割
合

現
３

９
（
４

３
）

9
8
0
,0

0
0

　
9
5
5
千

円
以

上
　

　
　

1
,0

0
5
千

円
未

満
0
.3

5
%

　
 ４

０
（
４

４
）

1
,0

3
0
,0

0
0

1
,0

0
5
千

円
以

上
　

  
　

1
,0

5
5
千

円
未

満
0
.1

0
%

　
 ４

１
（
４

５
）

1
,0

9
0
,0

0
0

1
,0

5
5
千

円
以

上
　

  
　

1
,1

1
5
千

円
未

満
0
.1

2
%

　
 ４

２
（
４

６
）

1
,1

5
0
,0

0
0

1
,1

1
5
千

円
以

上
　

  
　

1
,1

7
5
千

円
未

満
0
.0

7
%

　
 ４

３
（
４

７
）

1
,2

1
0
,0

0
0

1
,1

7
5
千

円
以

上
1
.0

0
%

現
第

３
９

等
級

　
　

　
　

　
1
.6

4
%

①
上

限
等

級
に

つ
い

て
最

高
等

級
に

属
す

る
者

の
割

合
を

１
％

を
超

え
る

水
準

と
す

る

②
下

限
等

級
に

つ
い

て
労

働
時

間
と

労
働

日
数

の
そ

れ
ぞ

れ
が

３
／

４
の

パ
ー

ト
労

働
者

に
つ

い
て

想
定

さ
れ

る
最

低
賃

金
の

実
態

が
反

映
さ

れ
る

水
準

ま
で

引
き

下
げ

る
こ

と
と

し
、

上
限

の
拡

大
幅

と
同

じ
く
４

等
級

追
加

す
る

（
事

務
等

を
勘

案
し

1
0
,0

0
0
円

刻
み

と
す

る
）

※
平

成
１

７
年

１
０

月
７

日
時

点
の

政
管

被
保

険
者

数
及

び
組

合
被

保
険

者
数

推
計

※
パ

ー
ト

の
被

保
険

者
に

つ
い

て
想

定
さ

れ
る

最
低

賃
金

月
額

（
４

，
８

６
４

（
注

１
）
×

３
／

４
）
×

（
２

０
．

６
（
注

２
）
×

３
／

４
）
＝

５
６

，
３

６
１

．
６

円
注

1
：
4
,8

6
4
＝

6
0
8
円

（
平

成
1
7
年

最
低

賃
金

時
間

額
（
佐

賀
、

宮
崎

他
６

県
）
）
×

８
（
1
日

当
た

り
所

定
労

働
時

間
）

注
2
：
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者

以
外

の
一

般
労

働
者

の
平

均
月

間
出

勤
日

数
（
出

典
：
平

成
１

５
年

毎
月

勤
労

統
計

調
査

）

等
級

標
準

報
酬

報
酬

月
額

被
保

険
者

全
体

に
占

め
る

割
合

新
１

5
8
,0

0
0

6
3
千

円
未

満
0
.1

1
%

新
２

6
8
,0

0
0

6
3
千

円
以

上
　

  
　

7
3
千

円
未

満
0
.0

4
%

新
３

7
8
,0

0
0

7
3
千

円
以

上
　

  
　

8
3
千

円
未

満
0
.1

3
%

新
４

8
8
,0

0
0

8
3
千

円
以

上
　

  
　

9
3
千

円
未

満
0
.1

8
%

新
５

（
現

1
）

9
8
,0

0
0

9
3
千

円
以

上
　

  
 1

0
1
千

円
未

満
1
.0

0
%

現
第

１
等

級
　

　
　

　
　

　
1
.4

6
%

見
直

し
後

の
標

準
報

酬
等

級
表
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○
特
定
保
険
料
率
創
設
の

意
義

新
た
な
高

齢
者

制
度

を
創

設
し
、
世

代
間

・
保

険
者

間
負

担
の

明
確

化
・
公

平
化

を
図

っ
て
い
く
中

で
、

①
保
険
者
の
単
位
で
見
て
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
や
前
期
高
齢
者
を
多
く
抱
え
る
保
険
者
等
に

対
す
る
支
援
を
行
う
と
い
う
趣
旨
の
明
確
化
を
図
る
と
と
も
に
、

②
被

保
険

者
の

単
位

で
見

て
、
各

人
が

共
同

連
帯

の
理

念
等

に
基

づ
き
、
高

齢
者

等
に
対

し
て
ど

の
程
度
支
援
を
行
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る

と
い
っ
た
観

点
か

ら
、
一

般
保

険
料

率
に
つ
い
て
基

本
保

険
料

率
と
区

分
し
て
特

定
保

険
料

率
を
創

設
し
た
も
の

○
一
般
保
険
料
率
の
構
成

一
般
保
険
料
率
＝
基
本
保
険
料
率
＋
特
定
保
険
料
率

・
基
本
保
険
料
率
･･
･加

入
者
に
対
す
る
医
療
給
付
、
保
健
事
業
等
に
充
て
る
た
め
の
保
険
料
率

・
特
定
保
険
料
率
･･
･後

期
高
齢
者
支
援
金
、
前
期
高
齢
者
納
付
金
、
退
職
者
給
付
拠
出
金
及
び
病
床
転
換
支
援

金
に
充

て
る
た
め
の

保
険

料
率

○
特
定
保
険
料
（
率
）
の
周
知

特
定
保
険
料
に
つ
い
て
の
被
保
険
者
の
理
解
を
深
め
る
た
め
、

①
健
康
保
険
の
保
険
者
に
お
い
て
、
事
業
主
に
対
し
、
一
般
保
険
料
額
の
賦
課
に
当
た
っ
て
、
基
本
保
険
料
額
及

び
特
定
保
険
料
額
の
内
訳
を
示
し
て
賦
課
し
、

②
事
業
主
に
お
い
て
、
被
保
険
者
に
対
し
、
給
与
明

細
書
に
記
載
す
る
な
ど
し
て
、
基
本
保
険
料
額
及
び
特
定
保

険
料
額
の
内
訳
を
示
し
て
徴
収
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
。健
康

保
険

に
お
け
る
特

定
保

険
料

率
の

創
設

に
つ
い
て
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【
参

考
１

】

○
健

康
保

険
法

（
大

正
１

１
年

法
律

第
７

０
号

）
（

平
成

２
０

年
４

月
施

行
後

）
（

抄
）

（
被
保
険
者
の
保
険
料
額
）

第
百
五
十
六
条

被
保
険
者
に
関
す
る
保
険
料
額
は
、
各
月
に
つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
額
と
す
る
。

一
介
護
保
険
法
第
九
条
第
二
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者
（
以
下
「
介
護
保
険
第
二
号
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
被
保
険
者

一
般
保
険
料
額
（
各
被
保
険
者
の
標
準
報
酬
月
額
及
び
標
準
賞
与
額
に
そ
れ
ぞ
れ
一
般
保
険
料
率
（
基
本
保
険
料
率
と
特
定
保
険
料

率
と
を
合
算
し
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
介
護
保
険
料
額
（
各
被
保
険
者
の
標
準
報
酬
月
額

及
び
標
準
賞
与
額
に
そ
れ
ぞ
れ
介
護
保
険
料
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
合
算
額

二
（
略
）

２
・

３
（

略
）

（
保
険
料
率
）

第
百
六
十
条

（
略
）

２
～
1
0

（
略
）

1
1

特
定
保
険
料
率
は
、
各
年
度
に
お
い
て
保
険
者
が
納
付
す
べ
き
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
の
額
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
の
額
（

政
府
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
及
び
日
雇
特
例
被
保
険
者
の
保
険
に
お
い
て
は
、
そ
の
額
か
ら
第
百
五
十
三
条
及
び
第
百
五
十
四
条
の
規
定

に
よ
る
国
庫
補
助
額
を
控
除
し
た
額
）
の
合
算
額
（
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
控
除
し
た
額
）
を
当
該
年
度
に

お
け
る
当
該
保
険
者
が
管
掌
す
る
被
保
険
者
の
標
準
報
酬
月
額
の
総
額
及
び
標
準
賞
与
額
の
総
額
の
合
算
額
の
見
込
額
で
除
し
て
得
た

率
を
基
準
と
し
て
、
保
険
者
が
定
め
る
。

1
2

基
本
保
険
料
率
は
、
一
般
保
険
料
率
か
ら
特
定
保
険
料
率
を
控
除
し
た
率
を
基
準
と
し
て
、
保
険
者
が
定
め
る
。

1
3

（
略

）

【
参

考
２

】

○
基

本
方

針
（
平

成
１
５
年

３
月

２
８
日

閣
議

決
定

）
(抄

）

（
２
）
具

体
的

な
方

向
後

期
高

齢
者

に
つ
い
て
は

、
加

入
者

の
保

険
料

、
国

保
及

び
被

用
者

保
険

か
ら
の

支
援

並
び
に
公

費
に
よ
り
賄

う
新
た
な
制

度
に

加
入
す
る
。

新
た
な
制

度
の

保
険

者
に
つ
い
て
は

、
後

期
高

齢
者

の
地

域
を
基

盤
と
し
た
生

活
実

態
や

安
定

的
な
保

険
運

営
の

確
保

、
保

険
者

の
再

編
・
統

合
の

進
展

の
状

況
等

を
考

慮
す
る
。

な
お
、
国

保
及

び
被

用
者

保
険

か
ら
の

支
援

に
つ
い
て
は

、
別

建
て
の

社
会

連
帯

的
な
保

険
料

に
よ
り
賄

う
。
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国
（
厚
生
労
働
省
）

厚
生

労
働

大
臣

制
度
の
企
画
・
立
案

社
会

保
険

庁

政
管
健
保
の
保
険
者
事
務
の
実
施

○
全

国
一
本

の
保

険
運

営

○
全

国
一
本

の
保

険
料

率

○
厚

生
年
金
と
一

体
の

適
用

徴
収

○
都

道
府

県
単

位
の

財
政

運
営

国
と
切
り
離
し
た
保
険
者
と
し
て
全
国
健
康
保
険
協
会
を
設
立
し
、
都
道

府
県
ご
と
に
地
域
の
医
療
費
を
反
映
し
た
保
険
料
率
を
設
定
す
る
な
ど

、
都
道
府
県
単
位
の
財
政
運
営
を
基
本
と
す
る
。

○
財

政
運

営
の

安
定

化

被
用
者
保
険
の
最
後
の
受
け
皿
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
解
散
を
認
め
な
い
法
人

と
し
て
政
府
に
よ
り
設
立
し
、
財
政
運
営
の
安
定
化
の
た
め
に
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
。

○
自

主
・
自

律
の

保
険

運
営

保
険
料
を
負
担
す
る
被
保
険
者
等
の
意
見
を
反
映
し
た
自
主
自
律
の
保
険
運
営
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
非
公
務
員
型
の
法
人
と
し
、

業
務
の
合
理
化
・
効
率
化
を
推
進
す
る
。

改
革
の
視
点

国
（
厚

生
労

働
省

）

監 事

設
立
・
監
督

公
法

人
(全

国
健
康
保
険
協
会
）

保 険 者 機 能 の 発 揮

・
給
付
と

負
担
の
公
平

・
運
営
の

自
主
性
・

自
律
性

外 部 監 査

理
事

長

運
営
委
員
会

（
事
業
主
・
被
保
険
者
・
学
識
経
験
者
に
よ
り
構
成
）

・
・
・

A
県
支
部

評
議
会

a
‰

Z県
支

部

評
議
会

z
‰

県
単
位
で
保
健
事
業
等

の
事

業
運
営
に
つ
い
て
意
見
を

聴
く

（
事
業
主
･
被
保
険
者
･
学
識
経

験
者
に
よ
り
構
成
）

県
単

位
で
の

保
険

料
率

に
基

づ
く
財

政
運

営

政
府

管
掌

健
康

保
険

の
公

法
人

化
に
つ
い
て
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１
．
政
管
健
保
の
公
法
人
化

○
健

康
保

険
組

合
に
加

入
し
て
い
な
い
被

用
者

の
健

康
保

険
事

業
を
行

う
保

険
者

と
し
て
全

国
健

康
保

険
協

会
（
以

下
「
協

会
」
と
い
う
。
）

を
設

立
す
る
（
平

成
20

年
10

月
）
。
適

用
・
徴

収
業

務
は

、
ね

ん
き
ん
事

業
機

構
に
お
い
て
行

う
。

○
組
織

・
運

営
委

員
会

（
事

業
主

３
名

、
被

保
険

者
３
名

、
学

識
経

験
者

３
名

の
計

９
名

を
大

臣
が

任
命

）
を
設

け
る
。
予

算
、
事

業
計

画
、
保

険
料

率
の

変
更

等
は

運
営

委
員

会
の

議
を
経

な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の

と
す
る
。

・
理

事
長

は
、
運

営
委

員
会

の
意

見
を
聴

い
て
、
大

臣
が

任
命

す
る
。

・
理

事
（
５
人

以
内

）
は

理
事

長
が

任
命

す
る
。
監

事
（
２
人

）
は

厚
生

労
働

大
臣

が
任

命
す
る
。

・
都

道
府

県
ご
と
に
支

部
を
設

け
る
と
と
も
に
、
評

議
会

（
評

議
員

は
、
評

議
員

事
業

主
、
被

保
険

者
、
学

識
経

験
者

か
ら
支

部
長

が
委

嘱
）
を
置

き
、
支

部
の

業
務

に
つ
い
て
意

見
を
聴

く
。

・
職

員
は

理
事

長
が

任
命

す
る

○
解
散
等

・
協

会
の

解
散

に
つ
い
て
は

、
別

に
法

律
で
定

め
る
。

・
協

会
は

、
解

散
に
よ
り
消

滅
し
た
健

康
保

険
組

合
の

権
利

義
務

を
承

継
す
る
。

２
．
都
道
府
県
単
位
の
財
政
運
営

○
都

道
府

県
ご
と
に
、
年

齢
構

成
や

所
得

水
準

の
違

い
を
調

整
し
た
上

で
、
地

域
の

医
療

費
を
反

映
し
た
保

険
料

率
を
設

定
す
る
。

（
な
お
、
都

道
府

県
単

位
の

保
険

料
率

へ
の

移
行

に
伴

い
、
保

険
料

率
が

大
幅

に
上

昇
す
る
場

合
に
は

、
５
年

間
に
限

り
、
激

変
緩

和
措

置
を
講

ず
る
）

○
都

道
府

県
単

位
保

険
料

率
は

、
各

支
部

の
評

議
会

の
意

見
を
聴

い
た
上

で
、
運

営
委

員
会

の
議

を
経

て
決

定
す
る
。

○
協

会
成

立
後

１
年

以
内

に
都

道
府

県
単

位
保

険
料

率
を
決

定
す
る
も
の

と
し
、
そ
れ

ま
で
の

間
は

政
管

健
保

の
保

険
料

率
を
適

用
。

政
管
健
保
の
公
法
人
化
の
概
要
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３
．
財
政
運
営
の
安
定
化
等

○
予

算
や

事
業

計
画

、
財

務
諸

表
等

は
大

臣
認

可
と
す
る
。

○
協

会
は

、
毎

事
業

年
度

、
会

計
監

査
人

の
監

査
を
受

け
る
ほ

か
、
厚

生
労

働
大

臣
の

業
績

評
価

を
受

け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

○
保

険
料

率
の

変
更

は
大

臣
認

可
と
す
る
と
と
も
に
、
保

険
料

率
の

変
更

命
令

や
職

権
変

更
の

権
限

を
大

臣
に
付

す
る
。

○
保

険
料

率
の

上
下

限
（
現

行
６
６

‰
～

９
１

‰
）
は

、
健

保
組

合
と
同

様
と
し
、
３
０

‰
～

１
０
０

‰
に
改

め
る
。

○
2年

ご
と
に

5年
間

の
収

支
の

見
通

し
の

作
成

を
義

務
づ
け
る
。

○
準

備
金

の
積

立
て
を
義

務
づ
け
る
。

○
借

入
金

は
大

臣
認

可
に
す
る
等

の
規

制
を
行

う
と
と
も
に
、
借

入
金

に
は

政
府

保
証

を
付

す
こ
と
が

で
き
る
も
の

と
す
る
。

４
．
設

立
に
係

る
措

置
等

○
厚

生
労

働
大

臣
は

、
設

立
委

員
を
命

じ
て
、
定

款
の

作
成

、
事

業
計

画
の

作
成

等
の

設
立

に
関

す
る
事

務
を
処

理
さ
せ

る
。

○
設

立
委

員
は

、
協

会
の

職
員

の
労

働
条

件
及

び
採

用
基

準
を
作
成

す
る
。
社

会
保

険
庁

か
ら
の

職
員

の
採

用
に
つ
い
て
は

、

社
会

保
険

庁
長

官
を
通

じ
て
、
募

集
を
行

う
。

○
協

会
の

成
立

の
際

、
健

康
保

険
事

業
に
関

し
て
国

が
有

す
る
資

産
及

び
負

債
は

、
政

令
で
定

め
る
も
の

を
除

き
、
協

会
が

承
継

す
る
。

○
上

記
の

ほ
か

、
所

要
の

経
過

措
置

を
講

ず
る
。

５
．
施

行
期

日

○
施

行
期

日
は

、
平

成
２
０
年

１
０
月

１
日

と
す
る
。
た
だ
し
、
設

立
委

員
の

関
係

に
つ
い
て
は

、
平

成
１
８
年

１
０
月

１
日

か
ら
施

行
す
る
。
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都
道

府
県

単
位

保
険

料
率

の
設

定
の

イ
メ
ー
ジ

全
国

一
本

の
保

険
料

率
（
現

行
）

都
道

府
県

単
位

保
険

料
率

（
改

正
後

）
：
年

齢
構

成
が

高
く
、
所

得
水

準
の

低
い

A
県
の
例

全 国 一 律 の 保 険 料 率

都
道

府
県

ご
と
の

医
療

費
の

水
準
に
か
か
わ
ら
ず
保
険
料

率
は
一
律

各
都
道
府
県
の
保
健

事
業

等
に
要

す
る
保

険
料
分
を
合
算

後
期
高
齢
者
支
援
金

な
ど
全

国
一

律
で
賦

課
さ
れ

る
保

険
料

分
を
合
算

＋
＋

地
域
差

所
得

水
準

を
政

管
の

平
均

と
し
た
場

合
の

保
険

料
収

入
額

と
の

差
額

を
調

整

（
※

）
都

道
府

県
単

位
保

険
料
率

に
な
る
こ
と
で
、
保

険
料

率
が

大
幅

に
上

昇
す
る
場

合
に
は

、
激

変
緩

和
措

置
を
講

ず
る
。

所
得

調
整

年
齢

調
整

年
齢

構
成

を
政

管
の

平
均

と
し
た
場

合
の

医
療

費
と
の

差
額

を
調

整

調 整 前 の 保 険 料 率

調 整 後 の 保 険 料 率( ※)

都
道

府
県

単
位

保
険

料
率

で
は

、
年

齢
構

成
の

高
い
県

ほ
ど
医

療
費

が
高

く
、
保

険
料

率
が

高
く
な
る
。
ま
た
、
所

得
水

準
の

低
い
県

ほ
ど
、

同
じ
医

療
費

で
も
保

険
料

率
が

高
く
な
る
。
こ
の

た
め
、
都

道
府

県
間

で
次

の
よ
う
な
年

齢
調

整
・
所

得
調

整
を
行

う
。

A県

B県
C
県

最 終 的 な 保 険 料 率

年
齢

調
整

・
所

得
調

整
の

結
果

、
都

道
府

県
ご
と
の

保
険
料
率

は
、
医
療
費

の
地

域
差

を
反

映
し
た
保

険
料
率
と
な
る
。

Ａ
県
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ｂ
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▲
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4
8

8
7

滋
賀

　
3
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青
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1
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4
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8
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京
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4
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▲
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4
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8
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4
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▲
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大
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2
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4
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4
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▲
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4
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4
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7
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▲
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8
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4
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▲
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3
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▲
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3
3
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徳
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0
▲
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4
6

8
6

東
京

　
3
3

▲
1

8
4
0

7
9

香
川

　
4
6

▲
0

▲
2

4
4

8
3

神
奈
川

3
6

▲
1

6
4
1

8
0

愛
媛

　
4
5

1
▲
4

4
2

8
1

新
潟

　
4
3

0
▲
4

4
0

7
9

高
知

　
4
5

0
▲
2

4
4

8
3

富
山

　
4
2

▲
1

2
4
2

8
2

福
岡

　
4
7

1
▲
3

4
5

8
4

石
川

　
4
3

▲
0

1
4
3

8
3

佐
賀

　
5
1

1
▲
7

4
5

8
4

福
井

　
3
9

0
1

4
1

8
0

長
崎

　
5
0

2
▲
7

4
4

8
3

山
梨

　
3
9

0
0

4
0

7
9

熊
本

　
4
8

1
▲
6

4
3

8
3

長
野

　
3
7

▲
1

0
3
7

7
6

大
分

　
5
1

▲
0

▲
6

4
4

8
3

岐
阜

　
4
1

▲
0

▲
0

4
1

8
0

宮
崎

　
4
8

2
▲
8

4
2

8
1

静
岡

　
3
6

0
3

3
9

7
9

鹿
児

島
4
8

2
▲
8

4
2

8
1

愛
知

　
3
7

0
3

4
1

8
0

沖
縄

　
5
1

5
▲
1
7

3
9

7
8

（
※

１
）
保

険
料
率

3
9
‰

の
内

訳
は

、
老

健
拠
出

金
分

(約
2
4
‰
)、
退

職
拠

出
金

分
(約

9
‰
)、
傷

病
手
当

金
等

の
現

金
給

付
分
(約

4
‰

)、
保
健

事
業

等
(約

2
‰

)

（
※

２
）
事

業
所
の

所
在

地
に
着

目
し
て
都

道
府

県
を
区

分
し
て
い
る

（
※

３
）
四

捨
五
入

の
関

係
で
合

計
が

合
わ

な
い
場

合
が

あ
る

全
国
平
均

所
得

調
整

調
整

後
の
保

険

料
率

（
若

人
医

療
給

付
費

分
）

年
齢

調
整

最
終
的
な
保

険

料
率

（
a
+
b
+
3
9
%
）

調
整

前
の

保
険

料
率

(若
人

医

療
給

付
費

分
）

調
整

前
の

保
険

料
率

（
若

人
医

療
給

付
費

分
）

　
調
整

（
ｂ
）
　

調
整

（
ｂ
）
　

調
整

後
の
保

険

料
率

(若
人

医

療
給

付
費

分
）

年
齢

調
整

所
得

調
整

最
終
的
な
保

険

料
率

(a
+
b
+
3
9
‰
）

都
道

府
県

単
位

保
険

料
率

の
機

械
的

試
算

（
平

成
１
５
年

度
）

左
記
の
都
道
府
県

ご
と

の
若

人
医

療
給

付
費

分
の

保
険

料
率

に
、

全
国
一
律
で
賦
課

さ
れ

る
老

健
拠

出
金

等
に

要
す

る
保

険
料

率
（
３
９

‰
（
※
１

）
）

を
加

え
た

も
の

。

都
道

府
県
ご

と
の

年
齢

構
成

の
差
に

起
因

す
る

医
療

費
を
調

整
。

都
道

府
県
ご

と
の
所

得
格

差
を
平

準
化
し
、

負
担

額
を
調

整
。

都
道
府
県
ご
と
の
年
齢
構
成

や
所
得
格
差
は
調
整
さ
れ
る

た
め
、
保
険
料
率
は
、
医
療

費
の
地
域
差
を
反
映
。
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